
 

 

 

 

                  報道発表資料の配付日時 １１月８日（金）１０時００分 

発 表 項 目 

（ 行 事 名 ） 
令和６年冬の交通安全運動の実施について 

記者レクチャー 

の お 知 ら せ 

(実施日時) 発 表 者  

発表場所  

概 要 

○ この時期は、日没が一層早まり、夕暮れ時から夜間にかけて、歩行者や 
自転車を利用している方が、交通事故に遭う危険性が高まるほか、突然の 
降雪、吹雪といった天候の変化による視界の悪化が原因の交通事故や、路 
面凍結など路面状況の変化によるスリップ事故の発生も懸念されます。 

 
○ 道では、交通事故の無い社会の実現に向け、道民一人一人の交通安全意 
識の高揚を図るため、冬の交通安全運動を実施します。 

記 
１ 運動の重点 
（１）歩行者優先意識の徹底や安全な横断方法の実践等による歩行者の交通 

事故防止 
（２）スリップ事故防止と全席シートベルト着用の徹底 
（３）飲酒運転の根絶 
２ 期間 
  １１月１３日（水）～２２日（金）までの１０日間 
３ 全道統一行動日 
  １１月１３日（水）    
４ 日高振興局が実施（参加）する啓発等 
（１）冬の交通安全運動に係る街頭啓発 
  ・日  時：１１月１３日（水）１１：３０～１１：４５（雨天中止） 
  ・場  所：浦河町役場庁舎前国道沿線 
  ・主  催：浦河町、浦河町交通安全推進協議会 
  ・参加機関：日高振興局、浦河警察署、浦河町交通安全母の会等 
（２）広報車による啓発 
   広報車による管内全域での啓発を実施。 
５ 上記のほか、管内７町がそれぞれ独自に啓発活動を実施。 

参 考 ［交通事故死者数］全道８５人、日高管内０人（１１月４日時点） 

 

報 道 ( 取 材 ) 
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他 の ク ラ ブ 

と の 関 係 

同 時 配 付 

同 時 レ ク 

(場所) 

 

担 当 

（ 連 絡 先 ） 

日高振興局保健環境部環境生活課  環境生活課長  栗林 稔 

                 道民生活係長  佐藤 ゆかり 

電話 ０１４６－２２－９２５１（直通） 

 

１１／８（金）の発表 

 






